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スタジオ利用の手順 

1．スタジオ利用者登録 

・利用団体には、団体登録を行っていただきます。(※必須) 

※登録は府中町民または府中町への通勤・通学者に限ります。登録の際、証明できるもの

をお持ちください。 

・登録が完了したら、利用許可書を発行します。利用時必要なため携帯し、紛失しないよ

うにしてください。 

2．スタジオ予約について 

・スタジオ予約は受付で予約表をもらい、必要事項を記入してください。 

・受付期間は使用日の 1 か月前からです。当日申し込みは空いている場合のみ可能です。 

・電話で予約申し込みは出来ません。キャンセルのみ受け付けます。 

・1 日の利用時間は原則 2 時間です。利用時間には準備・片付けの時間も含みます。 

※利用後の予約者がいない場合のみ 3 時間まで使用可能です。 

・利用予約は、最大同時に 3 回まで可能です。 

・一般利用の可能な時間は、12～13 時を除く月～金曜日(10:00～20:00)です。 

※利用日については児童の利用を優先させていただきますので、ご了承ください。 

※土日・祝祭日は、基本的に使用をお断りさせていただいておりますがご相談ください。 

3．利用料金について 

部屋名 部屋料金 

スタジオ 1 1 時間 510 円 

スタジオ 2 1 時間 810 円 

※30 分利用も 1 時間料金となりますので、ご注意ください。 

※冷暖房を使用する場合は、各スタジオ扉横のコインタイマーに 100 円を投下してくださ

い。100 円で 1 時間使用できます。 

4．スタジオ利用の流れ 

・利用許可書も必要なため、忘れず持参してください。 

 

 

・スタジオ備品一覧に載っていないものは、持ち込みでお願  

いします。 

 

受付に予約表を 

提示する。 

スタジオ点検表等

を受け取る。 



・使用した機材などは、元あった場所に戻してください。 

・スタジオ内は飲食禁止です。 

 

・利用時間内に退出ができるように利用終了 15 分前には掃 

除・点検をしましょう。 

 

・次回の予約はこの時、受付にお伝えください。 

 

 

・おつりが出ないように、お金の用意をお願いします。 

 

 

注意事項 

※下記の内容はメンバー内で共有しておいてください。 

・スタジオ利用は登録メンバーが使うことを前提とします。名義貸しや他グループとの共

同利用は出来ません。 

・バンド名を変えての二重登録は厳禁です。 

・利用中止・変更になった場合は、早急に 2 階受付(082-286-3212)まで連絡してくださ

い。利用許可書の裏にも書いてあります。 

・連絡なく利用時間を 30 分過ぎた場合は、無断キャンセルとします。また、無断キャン

セルが続くなど悪質な場合は、全ての予約をキャンセルし一定期間の予約は受け付けま

せん。 

・児童センターの行事利用日は行事が優先となります。もし、1 か月前に申し込みをして

も、児童センターの行事が入った場合には、そちらを優先させていただきますので、ご

了承ください。その場合には、なるべく早くお知らせします。 

・スタジオはみんなが利用する施設です。設備・機材などは大事に使用してください。万

が一破損等があった場合は職員まで知らせてください。場合によっては原状回復をして

もらう事があります。 

・外部音響機器の接続はご遠慮ください。 

・児童の健全な育成を阻害する恐れがあるとき、秩序を乱す恐れがあるとき、センターの

管理上支障・疑問があるときは利用をお断りすることがあります。 

・部屋の中で弦の張り替えをしないでください。 

・センター内はスタジオを含め全館禁煙です。敷地内も禁煙です。 

※上記の記述は令和 2 年度 4 月 1 日現在のものです。変更があった場合は、センター便り

等でお知らせします。 

※その他、不明な点は職員に聞いてください。 

スタジオの 

掃除・点検を行う 

スタジオを 

利用する。 

受付に 

点検表を渡す。 

受付に利用時間分

の料金を支払う。 


